
体調不良児対応型の実施要件について
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5 実施要件
(3)体調不良児対応型

① 看護師等を常時 2名 以上配置す ること。
ただ し、次の (ア )～ (工 )いずれかの要件 を満たす場合 には、体

調不良児の看護 を担 当す る看護師等を 1名 以上配置す ることc
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実施要件
)体調不良児対応 Ill l

① 体調不良児の看護を担当する看護師等を 1名 以上配置すること。
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② 預かる体調不良児の人数は、看護師等 1名 に対 して 2名 程度 とする
ことc

③ 本事業の実施場所は、保育所の医務室、余裕スペース等で、衛生面
に配慮されてお り、対象児童の安静が確保されている場所とすること。

④ 本事業を担当する看護師等は、実施保育所における児童全体の健康
管理・衛生管JI「 等の保健的な対応を日常的に行 うこと。

⑤ 本事業を担当する看護師等は、地域の子育て家庭や妊産婦等に対す
る相談支援を地域のニーズに応 じて定期的に実施すること。
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